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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方は、「丸運コーポレートガバナンス・ガイドライン」に示しております。（丸運コーポレートガ
バナンス・ガイドラインの全文はこちらを参照　http://www.maruwn.co.jp）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　実施しない理由の説明が必要となる各原則について、すべてを実施します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則１－４　政策保有株式については、ガイドライン第３条第３項のとおりとします。

原則１－７　関連当事者間の取引については、ガイドライン第３条第４項のとおりとします。

原則３－１　丸運グループの情報開示の充実は、次のとおりガイドラインのとおりとします。

　（１）経営理念、経営計画は、ガイドライン第１条のとおり

　（２）基本的な考え方は、ガイドラインのとおり

　（３）経営陣幹部・取締役の報酬は、ガイドライン第４条第６項のとおりとします。

　　　なお、２０１７年６月２７日付で「業績連動報酬支給内規」を一部改正しました。

　（４）経営陣幹部の選任、取締役候補の選任は、ガイドライン第４条第３項のとおり

補充原則４－１（１）取締役会の決議事項は、ガイドライン第４条第１項のとおりとします。

原則４－８　独立社外取締役２名以上の選任は、ガイドライン第５条第１項のとおりとします。

原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準等は、ガイドライン第５条第３項のとおりとします。

補充原則４－１１（１）取締役会の全体としてのバランス等に関する考え方は、ガイドライン第４条第２項のとおりとします。

補充原則４－１１（２）取締役・監査役について他の上場会社役員等の兼務状況は、ガイドライン第５条第４項のとおりとしております。

補充原則４－１１（３）取締役会全体の実効性評価は、ガイドライン第４条第７項のとおりとします。

　　　　　　　　　　　　　なお、本年の評価結果の概要は、当社ホームページに掲載しております。（http://www.maruwn.co.jp）

補充原則４－１４（２）取締役に対するトレーニングの方針は、ガイドライン第４条第４項のとおりとします。

原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針は、ガイドライン第３条第１項のとおりとします。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

JXTGホールディングス株式会社 11,041,848 38.12

株式会社佐藤企業 3,183,000 10.99

株式会社サンテラ 1,951,000 6.74

佐藤謙一 1,562,000 5.39

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 998,000 3.45

丸運グループ従業員持株会 635,419 2.20

松井証券株式会社 579,200 2.00

三井生命保険株式会社 400,000 1.38

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 321,500 1.11

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 271,300 0.93

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

なし



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

花井　健 他の会社の出身者 △

服部　裕 他の会社の出身者

辰馬　仁 他の会社の出身者 △

岡　香里 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



花井　健 ○ ○

　８年前に当社の主要取引銀行である株
式会社みずほコーポレート銀行（現株式
会社みずほ銀行）の常務執行役員であり
ました。

　当社は、会社法および定款の規定によ
り、同氏との間に任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく責任の限度
額は、法令に定める最低責任限度額であ
ります。

　金融業界等における豊富な経験と知識をもっ
て、社外取締役として当社業務に対して的確な
助言、提言をいただけるものと判断いたしまし
た。

　株式会社みずほ銀行は当社の主要な取引先
でありますが、Ｄ／Ｅレシオが０．３０倍と低位に
あることから当社は借入金への依存度が低い
うえ、複数の金融機関と取引しているため、同
社の当社に対する影響度は大きいとはいえな
いこと、同氏は８年前に同社の常務執行役員を
退任していることから、当社の事業等の意思決
定に対して重大な影響を与え得るとはいえない
と判断いたしました。

　以上の理由から、一般株主と利益相反を生じ
る恐れはないと判断し、本人の同意を得たうえ
で、独立役員に指定しております。

服部　裕 ○ ○

　当社は、会社法および定款の規定によ
り、同氏との間に任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく責任の限度
額は、法令に定める最低責任限度額であ
ります。

　化学業界における経営層としての豊富な経験
と知識をもって、社外取締役として当社業務に
対して的確な監査、監督、提言をしていただけ
るものと判断いたしました。

　同氏は４年前まで日油株式会社の取締役兼
専務執行役員であり、その後、同社の子会社
である油化産業株式会社の代表取締役社長で
ありました。

　日油株式会社と当社とは相互に株式を保有
していますが、いずれも発行済み株式総数の
０．４％未満であり、また、日油株式会社グルー
プとの取引高は当社連結売上高の０．５％未満
であり、当社の事業等の意思決定に対して重
大な影響を与え得るとはいえず、一般株主と利
益相反が生じるおそれのない独立した社外取
締役と判断し、本人の同意を得たうえで、独立
役員に指定しております。

辰馬　仁 ○ 　

　３年前に当社監査役に就任するまで、当
社の主要取引先であるＪＸエネルギー株
式会社（現ＪＸＴＧエネルギー株式会社）の
社員でありました。

　当社は、会社法および定款の規定によ
り、同氏との間に任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく責任の限度
額は、法令に定める最低責任限度額であ
ります。

　石油業界における豊富な経験と知識をもっ
て、社外監査役として当社業務に対して的確な
助言、提言をいただいております。今後も引き
続き、適切な監査、監督、提言をしていただけ
るものと判断いたしました。

岡　香里 ○ ○

　当社は、会社法および定款の規定によ
り、同氏との間に任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく責任の限度
額は、法令に定める最低責任限度額であ
ります。

　経営者として会社経営に携わったことはあり
ませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見
識をもって、社外取締役として当社業務に対し
て的確な監査、監督、提言をしていただけるも
のと判断いたしました。

　同氏または同氏の所属する法律事務所と顧
問契約等の締結、報酬の支払い等をしたことは
ないので、一般株主と利益相反が生じるおそれ
のない独立した社外取締役と判断し、本人の
同意を得たうえで、独立役員に指定しておりま
す。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 1 0 4 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項



　監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、総務部に所属する兼務の使用人を２名配置しています。当該スタッフの人事については、監査
等委員会の同意を得るものとします。

　監査等委員会は、当該スタッフに対して、監査等委員会に係る業務を直接指示するものとし、当該指示を受けたスタッフは、監査等委員の指示
に従い、業務を遂行します。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、会計監査人から会計監査について説明を受けるとともに、定期的に情報の交換を行うなどの連携を図ります。

　内部監査部門である監査室は、監査等委員会と適宜情報交換を行うとともに、必要に応じ監査等委員の営業所および子会社への往査の際に
同行することとしております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して業績向上に向けての意欲を一層高めるため、業績連動型報酬を導入しております。支給額
は、当該年度の連結経常利益に応じ、内規に基づいて算出された額としております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　平成２９年３月期における当社の取締役に対する報酬額は年間総額１３３百万円です。（そのうち社外取締役に対する報酬は２７百万円です）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役のサポート体制】

　現在社外取締役に対しては、取締役会の開催に当たり、招集通知の送付とともに、決定事項に関する資料を事前に配布し、必要に応じて事前に
説明を行っております。

　また、監査等委員会に対し経営役員会資料等を送付し必要に応じて説明することで、社外取締役に対し社内の動き等を逐次報告することとしま
す。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、取締役を少数、かつその半数以上を他社出身者とし、広範な視点からの意思決定を行えるよう機能を強化するとともに、社外取締役を
２名以上選任し、独立した観点から経営に対する監督を行う体制としております。

　当社は、定例の取締役会を毎月１回、また、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定および業務執行状況の監督を行っております。社外取
締役以外の常勤の取締役は、取締役会の決議によって定める業務の執行に当たっております。また、毎月３回社長が議長となり、役付執行役員
および社長が指名する執行役員からなる経営役員会を開催し、重要事項の協議、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定
を行っており、この経営役員会には常勤監査等委員が出席します。

　当社の監査等委員会の指名した監査等委員は、経営役員会、グループ経営会議、丸運グループコンプライアンス委員会、内部統制会議等に出
席し、常に会社の状況について報告を受けており、これらの会議において必要と判断した時は、自由に意見を述べることができる体制となっており
ます。

　当社は、会社法に基づく会計監査ならびに金融商品取引法に基づく会計監査および内部統制監査を清陽監査法人に依頼しております。

　同監査法人において監査業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりです。

１．業務を執行した公認会計士の氏名　　業務執行社員：大河原恵史氏、中市俊也氏、鈴木智喜氏

２．監査業務に係る補助者の構成　　　　公認会計士８名、その他１名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　取締役会の実効性のあるモニタリング・監督機能を高めるとともに、重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任し、迅速・果断な意
思決定を可能とするため、監査等委員会設置会社としております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　ガイドライン第３条第２項第１号に「招集通知の早期（株主総会開催日の３週間前目途）
発送」を定めております。

　本年は、定時株主総会開催日の２２日前に発送しました。

集中日を回避した株主総会の設定
　ガイドライン第３条第２項第３号に「集中日を避けた株主総会の適切な日程設定」を定め
ております。

　本年の定時株主総会は、集中日（６月２９日）の２日前に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使
　ガイドライン第３条第２項第５号に「議決権の電子行使の受付」を定めております。

　本年は、定時株主総会開催日の２２日前から電磁的方法による議決権の行使を受け付
けました。

招集通知（要約）の英文での提供
　ガイドライン第３条第２項第４号に「招集通知の英訳のホームページへの掲示」を定めて
おります。

　本年は、定時株主総会開催日の３２日前に当社ホームページに掲示しました。

その他
　ガイドライン第３条第２項第２号に「招集通知のホームページへの掲示」を定めておりま
す。　

　本年は、定時株主総会開催日の３２日前に当社ホームページに掲示しました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
　当社の決算短信やプレスリリース、株主総会招集通知等をホームページに
掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲ担当部署：経営企画・ＩＲ・広報部

ＩＲ担当役員：小菅　睦司　取締役常務執行役員

ＩＲ事務連絡責任者：山崎伸彦　経営企画・ＩＲ・広報部長

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　顧客満足度の向上と社会に対する責任を全うし、もって信頼される企業グループを確立
することを基本方針とした「丸運グループＣＳＲ推進規則」をグループ各社を対象に定めて
おります。同規則においては、コンプライアンスの推進、安全および物流品質の向上、環境
維持の推進を重点分野としております。

　物流事業を営む企業として事業活動における環境負荷の低減に積極的に取組むとの方
針の下、環境マネジメントシステムの確実な実施により、継続的改善に努めております。

なお、１ヶ所の事業所においてＩＳＯ１４００１の認証を取得しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、会社法および会社法施行規則等に基づき、当社の業務の適正性を確保するための内部統制システムの基本方針を定め、かかる体制
の下で会社の業務の適法性・効率性の確保ならびにリスクの管理に努めるとともに、環境の変化に応じて体制の見直しを行い、その改善・充実を
図ることとしております。

　平成２６年４月２５日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を一部改正し、「内部統制会議」を新設しました。

内部統制システムの運用に当たっては、内部統制会議において運用状況の定期的モニタリングを実施することとしております。また、当社グルー
プはコンプライアンス基本方針およびコンプライアンス基本規則を定め、企業活動のあらゆる場面において法令遵守はもとより、社会規範ならびに
企業倫理に則って誠実に行動することを示すとともにコンプライアンス委員会を運営しております。

　また、法令違反やコンプライアンスに関する事実について取締役・使用人が直接情報提供を行えるよう、グループ全社を対象とした通報制度を
設け、運用しております。

　さらに、平成２７年６月２４日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を改定し、 内部統制システムの構築および運用について

は、グループ全体として取り組むことを明示するとともに、監査が実効的に行われる体制を整備することにより、グループとしての統制機能を明示
しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、健全な会社経営のため、丸運グループコンプライアンス基本方針および基本規則を定め、この中で、反社会的勢力とは一切関係をもっ
てはならない旨を規定しています。また、不当な要求等に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関係部署が連携・協力して
組織的にき然とした対応をとることとしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

なし




